
阪
神
高
速
道
路
債
券
の
債
権
者
各
位 

  

阪
神
高
速
道
路
公
団
は
、
日
本
道
路
公
団
等
民
営
化
関
係
法
施
行
法
（
平
成
十
六
年
法

律
第
百
二
号
）
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
を
も
っ
て
解
散
し
、
阪
神
高
速
道
路

公
団
発
行
の
政
府
保
証
第
百
二
十
九
回
な
い
し
第
百
四
十
八
回
阪
神
高
速
道
路
債
券
、
第

一
回
な
い
し
第
七
回
阪
神
高
速
道
路
債
券
、
い
号
第
四
百
七
十
一
回
な
い
し
第
五
百
五
十

五
回
阪
神
高
速
道
路
債
券
、
ろ
号
特
別
第
二
十
八
回
な
い
し
第
三
十
二
回
阪
神
高
速
道
路

債
券
及
び
政
府
保
証
に
号
第
一
回
な
い
し
第
十
一
回
阪
神
高
速
道
路
債
券
に
係
る
一
切
の

債
務
は
、
同
日
付
で
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
が
承
継
い
た

し
ま
し
た
。 

 

な
お
、
右
記
債
券
に
係
る
債
務
に
つ
い
て
は
、
同
日
以
降
、
同
法
の
規
定
に
よ
り
、
独
立
行
政
法

人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
及
び
阪
神
高
速
道
路
株
式
会
社
が
連
帯
し
て
弁
済
の

責
め
を
負
う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
（
た
だ
し
、
国
が
保
有
し
て
い
る
債
券
に
係
る
債
務
に
つ
い
て
国
が
弁

済
の
請
求
を
す
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
あ
り
ま
せ
ん
。
）
の
で
、
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。 

ま
た
、
右
記
債
券
の
債
権
者
は
、
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機

構
及
び
阪
神
高
速
道
路
株
式
会
社
の
財
産
に
つ
い
て
一
般
担
保
権
を
有
す
る
こ
と
と
な
り
、 

今
後
、
右
記
債
券
に
関
す
る
償
還
公
告
そ
の
他
債
権
者
へ
の
通
知
は
、
独
立
行
政
法
人
日

本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
及
び
阪
神
高
速
道
路
株
式
会
社
の
名
義
に
て
行
わ
れ
る

こ
と
と
な
り
ま
す
の
で
、
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。 

 

今
後
と
も
、
右
記
債
券
の
流
通
に
つ
い
て
の
法
的
措
置
は
従
前
の
と
お
り
で
す
の
で
、

念
の
た
め
申
し
添
え
ま
す
。 

 

平
成
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